
令和８年５月１９日 

 

 

地域生活支援事業契約事業者 各位 

 

 

                              山添村住民福祉課 

 

 

地域生活支援事業請求書の提出期限について（お願い） 

 

平素は、本村障害福祉行政の推進につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申

し上げます。 

さて、地域生活支援事業に係る請求書につきましては、事務処理及び支払手続の円滑化を

図るため、提出期限を下記のとおり統一させていただきます。 

つきましては、期限内の提出にご協力いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１．対象事業 

山添村地域生活支援事業実施要綱に定める次の事業とします。 

(１) 相談支援事業 

(２) コミュニケーション支援事業 

(３) 日常生活用具給付等事業 

(４) 移動支援事業 

(５) 地域活動支援センター事業 

（障害者デイサービス事業及び小規模作業所事業をいう。以下同じ。） 

(６) 日中一時支援事業 

(７) 訪問入浴サービス事業 

(８) 更生訓練費給付事業 

(９) 社会参加促進事業 

 

２．提出期限 

サービス提供月の翌月１０日まで 

（１０日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日） 

※郵送の場合は、翌月１０日必着でお願いいたします。 



 

３．提出先 

山添村住民福祉課 

 

４．提出書類 

・地域生活支援事業請求書 

・実績記録票等の必要書類 

 

５．その他 

提出が遅れた場合、支払時期が翌月以降となりますので、あらかじめご了承ください。 

 

〒６３０－２３４４ 

奈良県山辺郡山添村大字大西１５１番地 

山添村役場住民福祉課（西尾） 

ＴＥＬ：０７４３－８５－００４５ 

ＦＡＸ：０７４３－８５－０４７２ 


